
亀山市告示第２号

 亀山市税条例（平成１７年亀山市条例第５０号）第７条第１項の

規定に基づき、平成３０年亀山市告示第１２１号において別途告示

で定めることとされている期日については、その期限が平成３０年

７月５日から平成３０年１２月２４日までの間に到来するものにつ

いて、平成３１年１月３１日とする。

  平成３１年１月１８日

亀山市長  櫻  井  義  之


